
 

 

 

新規ビジネス事業化支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人広島市産業振興センター（以下「財団」という。）

が広島市内の中小企業者等が開発した新技術・新製品の事業化を促進し、地域産業の

振興を図るため、事業化に要する経費等に対し、予算の範囲内において助成金の交付

及び専門家の派遣等による支援を行うために必要な事項を定める。 

２ 助成金の交付に関しては、広島市補助金等交付規則（昭和３６年広島市規則第５８

号）を準用するほか、この要綱の定めによる。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において「新技術」とは、従来使われていない工法や材料を活用した

製品又は部品等をいう。 

２ この要綱において「新製品」とは、自ら企画・設計・販売する新たな製造品をいう。

ただし、既存製品の改良品を除く。 

３ この要綱において「事業化」とは、事業化を目指す新技術・新製品（以下「新製品

等」という。）にかかる試作品が改良等により有償販売ができる状態となった場合あ

るいは有償販売した場合等をいう。 

４ この要綱において「中小企業者」とは、中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７

号）第２条第１項第 1号から第３号までに規定する中小企業者であって、大企業が実

質的に経営に参画していない者をいう。 

５ この要綱において「中小企業者等」とは、前項の中小企業者及び支援事業に関する

取扱要綱第２条第５号に規定する中小企業団体をいう。 

 （対象事業） 

第３条 対象事業は、新製品等に関する次の活動とする。 

（１）事業化戦略のブラッシュアップ及び具体的な行動計画の策定 

（２）試作品の機能、性能及び品質に関する実証・評価・改良 

（３）販路開拓 

 （申請資格） 

第４条 申請に当たっては、次の要件を全て満たしていなければならない。 

（１）当該事業の実施年度より前の５か年度のうちに、次のいずれかの事業を活用し

て、新製品等にかかる試作品の開発や改良等に関する支援を受けていること。 

  ア 財団の事業 

  イ 国や地方公共団体の補助事業等 

  ウ 国や地方公共団体の補助金等を財源とした補助事業等 

（２）申請日において新製品等にかかる試作品の開発が完了していること。 

（３）助成対象事業の内容に関して、他の補助金、助成金の交付及びこれらに類する

支援を受けていないこと。 

（４）市内に主たる事業所を有する中小企業者又は当該中小企業者が構成員となって

いる組合・新製品開発グループ（構成員の３分の２以上が広島広域都市圏内の市

町に主たる事業所を有し、かつ１者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小

企業者であるグループ。以下「新製品開発グループ等」という。）であること。 

（５）１年以上継続して事業を営んでいること。 

（６）市税を滞納していないこと。 

（７）申請日において、広島市、公益的法人等指導調整要綱に規定する指導調整団体

等広島市関係団体による入札参加資格者の指名停止等の措置を受けていないこと。 



 

 

 

（８）企業の活動に係る関係法令等を遵守し、反社会的行為をしていないこと。 

（９）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条に規定する営業を行っていないこと。 

（申請） 

第５条 支援事業を受けようとする者は、財団理事長（以下「理事長」という。）が別

に定める期間中に、別記様式第１号による申請書に、添付書類及びその他理事長が必

要と認める書類を添えて、理事長に提出しなければならない。 

２ 新製品開発グループ等においては、広島市内に主たる事業所を有する中小企業者が

前項の申請をしなければならない。 

（第一次審査） 

第６条 理事長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、別に定める新規ビ

ジネス事業化支援事業審査要領（以下「審査要領」という。）に基づき第一次審査を

行い、第二次審査対象事業の採択又は不採択を決定し、採択した事業については別記

様式第２号により、不採択とした事業については別記様式第３号により、それぞれ申

請者に通知するものとする。 

（第二次審査） 

第７条 理事長は、前条により採択した事業について、審査要領に基づき第二次審査を

行い、支援事業の採択又は不採択を決定し、採択した事業については別記様式第４号

により、不採択とした事業については別記様式第５号により、それぞれ申請者に通知

するものとする。 

 （支援事業の認定） 

第８条 前条の採択通知書の交付を受けた申請者は、支援事業の認定を受けるに当たっ

て、別記様式第６号による事業認定申請書及びその他理事長が必要と認める書類を添

えて、指定期日までに理事長に提出しなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を精査し、

適当と認めたときは、速やかに事業を認定し、別記様式第７号により、事業を認定し

た者（以下「認定事業者」という。）に通知するものとする。 

（支援事業の内容） 

第９条 理事長は、認定事業者に対して予算の範囲内で次の支援を行うものとする。 

（１）助成金の交付 

（２）専門家の派遣 

２ 財団のコーディネータは、原則として、認定期間中、認定を受けた事業（以下「認

定事業」という。）の伴走支援を行うものとする。 

（助成対象経費） 

第１０条 助成金の交付対象とする経費（以下「助成対象経費」という。）は、認定事

業を行うために要する経費のうち、別表に掲げる経費とし、認定日から認定日の属す

る財団の会計年度の２月末日までに支払いが完了しているものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、直接人件費については、認定日から認定日の属する財団

の会計年度の２月末までに要したものとする。 

（助成対象経費から除く経費） 

第１１条 前条で定める助成対象経費のうち、次の各号の取引に係るものは、原則とし

て除くこととする。 

（１）資本金の出資に関して２分の１以上を占めている関係にある会社、又は出向役

員が役員総数の２分の１以上を占めている関係にある会社との取引 

（２）申請者又は申請者が企業の場合には代表者若しくは役員が経営する他の会社又



 

 

 

は個人事業主との取引 

（３）申請者又は企業の場合には代表者の一親等以内の親族が経営する会社又は個人

事業主との取引 

（４）第４条第４号で定める新製品開発グループ等の構成員間の取引 

（助成金の額及び助成率） 

第１２条 助成金の額は、一認定事業者につき３００万円を限度とし、助成率は２分の

１以内とする。 

２ 前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てるものとする。 

３ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額については、助成対象経費に含まないも

のとする。 

（専門家の派遣） 

第１３条 専門家の派遣は、認定日から認定日の属する財団の会計年度の翌年度末まで

に行うものとし、一認定事業者につき１０回を限度とする。 

（帳簿等の保存期間） 

第１４条 認定事業者は、認定事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳票を、

事業の完了の日から起算して５年を経過した日の属する財団の会計年度の末日まで

保存しなければならない。 

（認定事業の変更等） 

第１５条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく別記様式

第８号による変更等申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 （１）認定事業に係る収支予算の科目ごとの金額の１割以上の変更をしようとすると

き。 

 （２）認定事業の内容を変更しようとするとき。 

 （３）認定事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（立入検査等） 

第１６条 理事長は、認定事業に係る予算執行の適正を期するため、必要と認めるとき

は、認定事業者に対し、認定事業に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、

事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ

ることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを掲示しなければならない。 

（実績報告） 

第１７条 認定事業者は、認定事業が完了したときは、速やかに別記様式第９号に次に

掲げる書類を添えて理事長に提出しなければならない。 

（１）事業実績報告書 

（２）決算書 

（３）口座振込依頼書その他の支出の事実を証する書類又はその写し（理事長が必要

と認めるものに限る。） 

（４）その他理事長が必要と認める書類 

（助成金の額の確定等） 

第１８条 理事長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、当該

実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書

に係る事業の実績が事業認定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるとき

は、交付すべき助成金の額を確定し、別記様式第１０号により当該認定事業者に通知



 

 

 

するものとする。 

（是正のための措置） 

第１９条 理事長は、第１７条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、

当該実績報告書に係る事業の実績が事業認定の内容及びこれに付した条件に適合し

ないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該認定事業者

に対して命ずるものとする。 

２ 第１７条の規定は、前項の規定による命令に従って行う事業について準用する。 

（事業認定の取消し） 

第２０条 理事長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認

定事業の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により事業認定を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）この要綱又は事業認定の際に付した条件に違反したとき。 

 （助成金の返還） 

第２１条 理事長は、前条の規定により事業認定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命令するものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第２２条 理事長は、第２０条及び第２１条の規定により、事業認定の全部又は一部を

取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、助成金の返還を命じたときは、助成金の

受領の日から返還の日までの日数に応じ、助成金の額（一部を返還した場合はその後

の期間において既返納額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計

算した加算金（１００円未満は除く。）を納付させることとする。 

２ 前項において助成金の返還を命じられた者が、納期日までに助成金を納付しなかっ

たときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（助成金返還

金及び加算金の合計額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１

００円未満は除く。）を納付させることとする。 

３ 理事長は前２項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又

は延滞金を免除又は減額することができるものとする。 

４ 第１項及び第２項に定める年当たりの割合は、３６５日（閏年の日を含む。）当た

りの割合とする。 

（加算金及び延滞金の計算） 

第２３条 前条第１項の規定により加算金の納付を命じた場合において、助成金の交付

の決定を受けた者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納

付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。 

２ 前条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において返還を命じた助成金

の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の

計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

（理由の提示） 

第２４条 理事長は、事業認定の取消し、事業の遂行の命令又は事業の是正のための措

置の命令をするときは、その旨の通知に併せて、当該認定事業者に対して、その理由

を示さなければならない。 

（財産の管理及び処分） 

第２５条 助成金の交付を受けた者は、事業が完了した後も助成金により取得し、又は

効用の増加した機械等（以下「財産」という。）を善良な管理者の注意をもって管理



 

 

 

しなければならない。 

２ 前項に規定する財産を処分するときは、あらかじめ、別記様式第１１号により財産

処分承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 第２項の規定による財産とは、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円（税抜

き）以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

４ 理事長は、第２項の承認をした者に対し、当該承認に係る財産処分をしたことによ

り収入があったときは、その収入の全部又は一部を財団に納付させることができる。 

（産業財産権の譲渡等に関する届出） 

第２６条 助成金の交付を受けた者は、認定事業に基づき取得した発明、考案等に関す

る特許権、実用新案権、意匠権又は商標権（以下「産業財産権」という。）について、

認定事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年以内に譲渡し、若しくは実施権

を設定した場合には、別記様式第１２号により理事長に報告しなければならない。 

（収益納付） 

第２７条 理事長は、認定事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年以内に、産

業財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他当該事業化計画の実施結果の他への供

与による収益が生じたと認めたときは、認定事業者に対し、交付した助成金の全部又

は一部に相当する金額を財団に納付させることができる。 

（事業化の状況報告） 

第２８条 認定事業者は、認定事業が完了した翌年度から３年間、毎年度末に認定事業

に係る事業化の状況を理事長に報告しなければならない。 

２ 理事長は、前項に定める期間を経過した後においても、必要があると認めるときは、

助成金の交付を受けた者から認定事業に係る事業化の状況について報告を求めるこ

とができる。 

（協力事項） 

第２９条 認定事業者は、次の各号に掲げる事項について自己の負担において財団に協

力するものとする。 

（１）成果に関する資料（第１６条に定める報告を除く。）の作成 

（２）財団が主催する委員会等への出席及び委員会等に必要な資料の作成 

（３）財団が開催する事業報告会等における報告及びそれに伴う資料の作成 

（委任） 

第３０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、理事

長が定める。 

 

 

附  則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

   附  則 

 新成長ビジネス事業化支援事業実施要綱は、令和１２年３月３１日に廃止する。 

 

附  則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

 

別表（第１０条関係） 

科目 説明 備考 

原材料費 実証・評価及び改良に直接要す

る原材料及び副資材の購入経費 

実証・評価材料の購入経費、自社製作する実

証・評価用補助機材の材料費、試作品の自社改

良に必要な部分品や副資材の購入費など 

機械装備費 試作機製作費若しくは実証・評

価及び改良のために使用する機

械装置又は工具器具の借用、製

作、購入及び改造経費 

試作機製作費若しくは実証・評価及び改良に必

要な機械装置や検査機器・器具の購借用経費な

ど 

（機械装置等を購入する場合は、借用が困難な

ものに限る。） 

外注費 市場性に関する調査・分析等を

外注する場合に要する経費 

外部専門機関への市場調査・分析、特許調査、

技術調査委託費など 

実証・評価・検証を外注する場

合に要する経費 

実証・評価・検証を外部に委託する場合の委託

料など 

新製品のデザインを外注する場

合に要する経費 

新製品のデザイン開発に要する外注費 

試作品の製作・改良を外注する

場合に要する経費 

試作品の実証・評価・市場調査等のための試作

品製作又は試作品改良に要する外注費 

技術指導経費 外部から技術指導を受ける場合

に要する謝礼及び実証・評価指

導費 

実証・評価及び改良の際に大学教授や公設研究

機関等から技術指導を受ける場合の謝礼金な

ど 

直接人件費 「事業化戦略のブラッシュアッ

プ及び具体的な行動計画の策

定」、「試作品の機能、性能及び

品質に関する実証・評価・改良」

及び「販路開拓」に直接要する

人件費 

「事業化戦略のブラッシュアップ及び具体的

な行動計画の策定」、「試作品の機能、性能及び

品質に関する実証・評価・改良」及び「販路開

拓」に関して、直接必要となる人件費（ただし、

役員報酬を算定の基礎とする場合は給与相当

額に限る。） 

旅費（注） 計画に記載した活動のために必

要な、打ち合わせや専門家の招

へいに係る旅費 

ＪＲやバス等の公共交通機関を利用した広島

市外への出張旅費、公共交通機関での効率的な

移動が不可能な区域間のタクシー代又はレン

タカー代、広島市外への出張に係る高速道路料

金、出張宿泊費など 

計画に記載した販路開拓活動に

要する旅費 

展示会出展

経費 

試作品を展示会へ出展する際に

要する経費 

展示会に要する小間料やパネル制作費、装飾

代、機器リース代、物品運送費、展示会場で使

用した光熱水費など 

広告費 サンプル品、チラシ、パンフレ

ット等の制作に要する経費 

無償で提供することを目的としたサンプル品、

チラシ、パンフレット、新製品紹介用デジタル

コンテンツの制作費など 

新聞や雑誌、インターネットに

係る広告の制作・掲載費 

新聞や雑誌への広告制作や掲載費用、ホームペ

ージの作成・更新に係る費用、検索連動型キー

ワード広告費など 

産業財産権

取得費 

産業財産権の取得に要する経費 特許審査請求、実用新案、商標、意匠登録の出

願費用及び弁理士費用等（登録料は対象外） 

その他の経費 上記科目以外で、理事長が必要

性を認めるもの 

 

注：旅費及び展示会出展経費は、事業費総額のうち１２分の１以内とする。 


